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１．重要物流道路における交通アセスメントについて

1

施設の立地に際し、道路法第24条に基づく
乗入れ工事の承認申請を予定

重要物流道路（一般国道・指定区間）沿道に
立地予定

対象外

小売店（飲食店業を除く）かつ店舗面積
1,000㎡を超える

もしくは延べ床面積が20,000㎡以上
（集合住宅を除く）

施設から半径2km以内の重要物流道路上に
主要渋滞箇所が存在する

対象外

都市計画法第32条、条例等に基づき道路管
理者に対する協議が必要

対象外

対象外

該当
非該当

該当
非該当

該当
非該当

該当
非該当

対象外

アセスメント実施対象

非該当
該当

2.対象選定フロー

平常時・災害時を問わない安定的な輸送を確保するた
め、重要物流道路においては、道路周辺の土地利用に
起因する渋滞の抑制や安全性を確保する必要がある。
そのため立地前の計画段階から立地後の追加対策に

至るまで、交通アセスメントの考え方を踏まえた取組を
強化する必要がある。

1．趣旨

道路管理者は、対象施設の立地後における交通の円
滑について検討するため、協議の申請を行った者に交
通影響予測の実施結果の提出を求める。
(1) 予測範囲
半径２km以内の重要物流道路の区間の渋滞状況を予
測するために必要な範囲を設定。
(2) 予測手法
予測手法は、原則として静的手法を採用するもの。

3.交通影響予測

交通影響予測の結果、以下の場合は渋滞対策が必要。
・施設の立地により、主要渋滞箇所における交通流の著
しい悪化が認められる。

・施設の立地により、重要物流道路の区間に新たな渋滞
箇所の発生が認められる。

4.渋滞対策

○重要物流道路周辺における交通アセスメントととしては、現在下記の通り定められてる。



２．渋滞対策協議会での対策検討対象 選定フロー

2

設置者による交通影響予測

動的手法

以下のどちらかに該当

・施設立地により、重要物流道路上の主要
渋滞箇所の需要率が著しく悪化していない
か・重要物流道路上の主要渋滞箇所の交差
点需要率が0.9を超えていないか

対象外
該当

静的手法

以下のどちらかに該当

・施設立地により、重要物流道路上の主要渋滞
箇所の需要率が著しく悪化していないか

・重要物流道路上に新たにピーク時の旅行速
度が20km/h以下に低下する区間がないか

対象外該当 非該当

地域ワーキンググループで対策検討個所として選定

対策検討

道路管理者によるモニタリング
地域ワーキンググループでの状況報告

施設立地・対策後

非該当

道路管理者による対策必要性の検討 対象外
不要

○重要物流道路周辺における交通アセスメントと渋滞対策協議会との連携を推進するために、次年度以降については、施設設置
者からの申請に対し、対策が必要な場合については地域WGでの検討を行う。


